
住宅・工場・事業所
農地などの土地活用

などの建築工事

をお考えの皆様へ

不発弾探査を実施することで、
土地活用及び周辺住民の安全・安心につながります

お問い合わせ先
　　沖縄県知事公室  防災危機管理課（分室）
TEL  098‒866‒2153／FAX　098‒866‒2485
所在地　沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号（沖縄県庁３階西側）
対応時間  9:00～17:00（土日祝・6/23・12/29～1/3を除く）

Youtube沖縄県公式チャンネル



不発弾探査の手続きフロー

※  手続きから探査終了までには期間を要しますので、お早めにお申し込みください。
※  他の補助対象になっている場合は、上記事業を実施できない可能性があります。

https://www.pref.okinawa.lg.jp/bosaianzen/fuhatsudan/1003614.html
（右の２次元バーコードからもアクセスできます。）

不発弾探査事業について、沖縄県ホームページからもご確認いただけます。
沖縄県　不発弾探査

「広域探査発掘加速化事業」
でお申し込みください

「住宅等開発磁気探査支援事業」
でお申し込みください。
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市町村問い合わせ先・窓口
那 覇 市
宜 野 湾 市
石 垣 市
浦 添 市
名 護 市
糸 満 市
沖 縄 市
豊 見 城 市
う る ま 市
宮 古 島 市
南 城 市
国 頭 村
大 宜 味 村
東 村
今 帰 仁 村
本 部 町
恩 納 村
宜 野 座 村
金 武 町
伊 江 村
読 谷 村
嘉 手 納 町
北 谷 町
北 中 城 村
中 城 村
西 原 町
与 那 原 町
南 風 原 町
渡 嘉 敷 村
座 間 味 村
粟 国 村
渡 名 喜 村
南 大 東 村
北 大 東 村
伊 平 屋 村
伊 是 名 村
久 米 島 町
八 重 瀬 町
多 良 間 村
竹 富 町
与 那 国 町

防災危機管理課
防災危機管理室
防災危機管理課
防災危機管理課
　総　務　課　
　秘書防災課　
　防　災　課　
　総　務　課　
　危機管理課　
防災危機管理課
　秘書防災課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総務財政課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
基地・安全対策課
　総　務　課　
　総　務　課　
　環境安全課　
生活環境安全課
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総　務　課　
　総務財政課　
防災危機管理課
　総　務　課　

098 -861 -1102
098 -892 -3151
0980 -87 -5533
098 -876 -1190
0980 -53 -1213
098 -840 -8245
098 -939 -7773
098 -850 -8165
098 -979 -6760
0980 -73 -1961
098 -917 -0256
0980 -41 -2101
0980 -44 -3001
0980 -43 -2201
0980 -56 -2101
0980 -47 -2101
098 -966 -1200
098 -968 -5111
098 -968 -2111
0980 -49 -2001
098 -982 -9201
098 -956 -1111
098 -982 -7753
098 -935 -2233
098 -895 -2131
098 -945 -5018
098 -945 -4688
098 -889 -4415
098 -987 -2321
098 -987 -2311
098 -988 -2016
098 -989 -2002
09802 -2 -2001
09802 -3 -4001
0980 -46 -2001
0980 -45 -2001
098 -985 -7121
098 -998 -2200
0980 -79 -2011
0980 -82 -1109
0980 -87 -2241

098 -862 -0614
098 -892 -7022
0980 -83 -1427
098 -879 -0290
0980 -54 -0811
098 -840 -8112
098 -934 -0665
098 -850 -5343
098 -979 -7340
0980 -73 -1645
098 -917 -5424
0980 -41 -5910
0980 -44 -3139
0980 -43 -2457
0980 -56 -2177
0980 -47 -4576
098 -966 -2779
098 -968 -5037
098 -968 -2475
0980 -49 -2003
098 -982 -9202
098 -956 -9508
098 -936 -7474
098 -935 -3488
098 -895 -3048
098 -946 -6086
098 -946 -6074
098 -889 -7657
098 -987 -2560
098 -987 -2004
098 -988 -2206
098 -989 -2197
09802 -2 -2669
09802 -3 -4406
0980 -46 -2956
0980 -45 -2467
098 -985 -7080
098 -998 -4745
0980 -79 -2120
0980 -83 -3119
0980 -87 -2079

市町村名 担当課（室）名 電話番号 FAX

令和６年４月１日現在
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畑等、主に工事を行わない土地に対して不発弾探査を行う事業です。畑等、主に工事を行わない土地に対して不発弾探査を行う事業です。
【申請要件】

● 畑等となっている土地が対象です。
※以下の場合は、土地の調査または不発弾探査を実施できないことがあります。
・地滑りの恐れがある土地や急傾斜地　　　　　・川や海が隣接している土地
・土地改良事業などの事業地（計画地含む）　 　・森林区域に指定されている土地など

※様式は各市町村窓口で用意しています（印鑑をご用意ください）。
※申請する地番については、正確に記載いただきますようお願いします。

※不発弾等が埋没している可能性の高い地域を優先し予算の範囲内で不発弾探査を実施するため、
　お申し込みから調査及び探査実施には期間を要しますのであらかじめご了承ください。
　土地の調査後、探査が完了するまでの間は、原則土地利用はできません。

※不発弾探査を行える状態（更地）を前提とし、樹木の伐採、所有物の撤去等は、
　申請者ご自身で行っていただく必要があります。

● 100㎡を超える土地が対象です。

● 申請する土地の市町村窓口で、「磁気探査要望の注意事項」をご確認のうえ、
　 磁気探査同意書（要押印）を提出してください。

● お申し込み後「土地の調査」を開始し、調査完了後に「不発弾探査」を実施します。
● 「土地の調査」及び「不発弾探査」を行う前に、担当者から土地所有者に確認の
　 連絡を行います。

● 原則、申請者の負担はありません。

● 沖縄県が土地の調査を行う業者及び不発弾探査を行う業者と直接契約します。
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住宅の新築・建て替え、その他工事を行う際の不発弾探査費を補助する事業です。
【申請要件】

● 住宅の新築・建て替えや、その他民間工事予定の土地が対象となります。
【工事例】  ・住宅の新築、建て替え　・学校　・福祉施設　・病院　・事業所　・店舗　・工場
　　　　  ・ホテル　・建築以外の構造物　・土地造成　など　

※申請予定票を提出した時点ではまだ申請は受理されていません。

● 面積による制限はありません。

● 建設予定地の市町村窓口で、「申請予定票」を提出してください。

● 「申請予定票」の提出後、県の担当者から申請に必要な書類についてご連絡します。

※予算の範囲内で交付決定を行います。
● 原則、申請者の負担はありません。

※不発弾探査業者は、１ページ目に記載の沖縄県ホームページから「住宅等開発磁気探査支援事業」
　のページをご確認いただき、「入札参加資格者名簿（県内コンサルタント名簿（種類：調査））」に
　おいて「磁気調査」で登録のある事業者から選定してください。

● 申請者が不発弾探査を行う業者と直接契約します。　　　　　　　　　

● 申請する不発弾探査の規模によって、補助金交付決定までの期間が異なります。
　 手続きに必要な期間をあらかじめご確認のうえ、余裕をもって申請してください。
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上記書類のほかに以下の確認が必須となっています
　■業者の担当者・審査者の資格及び雇用形態の確認
　■磁気探査機器の品質の確認
　■設計・施工者が加入している保険の状況の確認

【申請の際に必要な書類】

「沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業申請予定票」を建築予定
地の市町村窓口に提出してください。
（直接持参または郵送でも可）

県の担当者が必要書類について連絡します。
県の担当者、建築業者、不発弾探査業者など関係者で
ご相談のうえ、書類をご用意ください。

※この時点では、まだ申請は受理されていません。
※予算の状況等により希望する時期に磁気探査ができない場合があります。
※国や県のほかの補助を受けることが可能な場合は、申請を受け付けでき
　ない場合があります。

１．住宅等開発磁気探査費補助金交付申請書
２．建築予定地の案内図
３．建築図面
４．現況写真
５．磁気探査見積書（３業者分）
※１ページ目に記載している沖縄県ホームページから「住宅等開発磁気探査支
援事業」のページをご確認いただき、「入札参加資格者名簿（県内コンサルタ
ント名簿（種類：調査））」において「磁気調査」で登録している事業者から選定

６．民間工事予定地であることを確認するための書類
※建築確認済証または建築確認申請引受書の写し、開発行為許可通知書の写しなど

７．土地登記簿、公図の写し（土地所有者の同意書等）
８．他に補助等をもらっていない証明
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［市町村への提出様式］

令和　　年　　月　　日

様式第１号(第５条関係)

（受付について）

○ 下記の全ての項目をご確認のうえ、建築を予定している各市町村の窓口へ提出してください。
○ 土・日・祝祭日の提出、お問い合わせはできません。

（注意事項）

○ この申請予定票は、申請にあたって県の担当者と事前確認を行うためのものです。
○ 事前確認は、申請書の書き方、添付書類の準備など実務的な内容の確認を行います。
○ 事前確認の日程調整のため、下記に記載された電話へ連絡します。
　 記入にお間違えのないようご確認ください。

申請予定時期：

沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業申請予定票

民間工事予定地の住所：

電話番号：

（申請者＊２）

（磁気探査業者＊３）

（ふりがな）
氏　名：

（ふりがな）
氏　名：

磁気探査費用（概算）：

建築種別＊１：  ①住宅　②共同住宅　③保育園・幼稚園　④学校　⑤福祉施設　⑥病院
⑦事業所・店舗　⑧太陽光発電　⑨集会所　⑩工場　⑪ホテル　⑫その他

＊１　建築種別は①～⑫の項目のいずれか一つを○で囲って下さい。

＊２　必ず記載すること。法人の場合は法人名と代表者名を記載すること。

電話番号：
＊３　県が策定した入札参加資格者名簿登録業者＊４の中から選定すること。
＊４　下記ＵＲＬ「住宅等開発磁気探査支援事業」（沖縄県ホームページ）をご参照ください。
　　　https://www.pref.okinawa.lg.jp/bosaianzen/fuhatsudan/1021697.html

（建築業者）
（ふりがな）
氏　名：

電話番号：



沖縄県からのお願い
沖縄県では、昭和49年那覇市小禄における下水道工事で死傷者38名を出した
不発弾爆発事故を契機に、地中に潜む不発弾を事前に探査する取り組みに力を
入れています。

現在でも不発弾が発見され続けており、その件数は年間約500件にのぼります。
県内では今なお危険と隣り合わせの状態にあります。
沖縄県では県民の生命・財産を守るため、不発弾の探査を進めています。

戦後79年を経過しても今なお
身近な所に不発弾が眠ってい
ます。

【不発弾を発見したら】
近寄らずに警察（110番）、
海上の場合は海上保安部
（118番）へ通報してください。


